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平成２９年度第１３回合志市教育委員会会議録（１月定例会） 

 

１ 会議期日  平成３０年１月２６日（金） 

２ 開議時刻  午前９時５９分 

３ 会議場所  西合志庁舎２階庁議室 

４ 出席委員  委員 髙見博英 委員 緒方克也 委員 塚本小百合 

５ 欠席委員  委員 坂本夏実 

６ 職務のために出席した者 

教育長     惠濃裕司 

        教育部長    鍬野文昭 

        学校教育課   田中正浩教育審議員 

嶋﨑佳子指導主事 

右田純司課長 

                齋藤正典主査 

        生涯学習課   北里利朗課長  

人権啓発教育課 二瀬義継啓発教育班長 

 

○惠濃裕司教育長 

それでは、第１３回教育委員会会議１月定例会を開催したいと思います。 

本日の委員会は、坂本委員が所用のために欠席ということです。会議録の署名者に

つきましては、髙見委員、緒方委員にお願いしたいと思います。 

それから、前回の会議録の承認につきましては、特に訂正等はありませんので、そ

のまま御承認をお願いしたいと思います。 

ここで司会進行を髙見教育長職務代理者にお願いいたします。 

 

○髙見博英教育長職務代理者 

これからの会の進行につきましては、私のほうで進めてまいります。 

早速ですが、日程１、教育長報告をお願いいたします。 

惠濃教育長。 

 

○惠濃裕司教育長 

動静から申し上げたいと思います。 

１月４日 仕事始め式。 

６日 北辰会（菊池の教育を考える会） 

７日 市成人式。 

９日 就学指導委員会。 

１０日 部落解放同盟熊本県連合会新春旗開き。 

１１日 管内教育長会議。 
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１月１２日 大津町の新教育長が御挨拶のため来庁。 

１３日 健康カントリーマラソン大会。 

１５日 市町村教育委員大会。 

１６日 市校長会議。 

２０日 ハンセン病啓発映画「あん」の上映会とトークショー。 

２３日 合志市安全・安心ネットワーク会議。 

２４日 第 2 回教育事務所ヒアリング。 

以上でございます。 

 

○髙見博英教育長職務代理者 

続きまして、１２月の管内教育長会議の報告をお願いいたします。 

 

○惠濃裕司教育長 

１月１１日に行われました。 

初めに中島所長からの指導連絡ですが、人事異動についてということで話がありま

して、平成２９年度の管理職の退職は、校長、教頭の退職、そこに数を示しています。

来年度は校長７人、教頭１人と、今年、来年は少ないですけれども、平成３１年度は

校長１４人、教頭７人と大量退職の時代を迎えます。合志市におきましては、今年は

合志小の松本先生、西南小の髙本先生、東小の釘山先生、西中の緒方先生が退職予定

となっているところです。管理職の育成も今後の大きな課題という話がありました。 

それから、所長は１０年後、２０年後の菊池の人材育成ということについてよく話

をされますけれども、その中で３点話がありました。ベテランは自分のキャリアを自

ら示し、後輩を育ててほしい。自分の教育に対する生き様や、職責遂行のために頑張

ってきた経験を後輩に示してほしい。中堅は管理職の背中を見ながら、自分も学校の

ために頑張るという気概を持つ。初任者はたくさんの失敗を糧にしてさらなるチャレ

ンジをしてほしいという話がありました。 

不祥事防止につきましては、個人情報の管理から学校の教育活動の中で児童生徒の

写真の適切な処理はできているか。よく子どもたちの教育活動を自分のスマホで撮り

ますけれども、これは非常に問題があってそれが変なところに情報として流れていく

ということを非常に心配されています。スマホは個人の所有物になりますので、基本

的には学校のカメラを使って教育活動は撮ってほしいということです。それから、保

護者や児童生徒とのラインのやりとりは校長の許可を得て行うことになっていますが

現実に機能しているかということについて指導がありました。 

それから、引き続き、徹底した不祥事の未然防止に努める。とりわけ飲酒運転、セ

クハラ、体罰、情報漏えい等ということでありました。 

教職員の健康管理ということにつきましては、働き方改革ということで、最近、教

職員の採用選考考査の応募者が減ってきている。これは学校がいわゆるブラックとい

った情報が、学生あたりに浸透しているのではないかということで、風通しのよい職
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場環境に努めて、そういった風評等が出ないように、ぜひ働き方改革について頑張っ

て取り組んでいただきたいと話がありました。 

森川管理主事は当日不在でございましたので、人事異動ヒアリングの日程について

所長から話がありました。 

次に、指導課からです。浦田指導課長でございますが、１点目、不登校児童生徒が

過去最悪のペースで増加している。引き続き、丁寧な取り組みをお願いしますという

ことでございます。 

２点目は、来年度に向けてということで、最近の菊池管内の研究指定は、国語と算

数に特化した取り組みが多いので、学力向上という部分で指定をしていただいている

けれども、道徳、特活、総合的な学習の時間、外国語、キャリア教育、そういった面

でも取り組んでいただきたいし、市町の教育委員会でもそのような指定をお願いしま

すという話がございました。 

それから、市町の教育目標、学校の教育目標というところで、各市町の教育目標に

キャリア教育の視点を入れていただきたいということ。各学校の教育目標にもキャリ

ア教育の視点からの目標となるように指導を願いたいということでございます。 

皆様に資料集を差し上げているかと思いますが、１ページ目でございます。これは

来年度、学校にお願いをしたいこと。また、教育委員会としては指導をしてほしいと

いうことで、そこに平成３０年度菊池の教育のさらなる充実を目指してという部分で

示してあると思いますけども、その一番上に、学校教育目標は、人権教育、キャリア

教育の視点を含んで簡潔で、短い言葉で表現されているかというものがございます。

以下、このようなところに留意しながら３０年度は取り組んでほしいと強い願いがあ

りました。 

合志市の学校教育努力目標にもこのキャリア教育の視点というのが不十分とは言い

ませんけれども、それを留意してつくっていかなければならないと感じました。浦田

指導課長は、その３点でございます。 

３番の城ケ峰社会教育主事です。くまもと「親の学び」プログラムについてですが、

トレーナー派遣の申請は早めにということでございました。塚本委員と坂本委員には

この受講をしていただきまして、見事御卒業されました。これから、ファシリテータ

ーなどで依頼があるかもしれませんが、そのときはよろしくお願いしたいと思います。 

４番、吉本指導主事でございます。学力充実についてということで、平成２９年度

県学力調査の結果から見えてきたことという部分で、菊池管内の３年生の国語と５年

生の算数については、県平均より若干下回っているが、ほかは全ての学年、教科で県

平均を上回っているということで、菊池管内は非常に学力の高い地域であるというこ

とを言われました。 

それから、今後４月に行われます全学調に向けまして、１月から３月の取り組みを

しっかりしてくださいということで、御指導いただくこと４点について、そこに示し

てありますところを努力していただきたいという話がございました。 

７番の平木指導主事から管内の交通事故の発生状況については、少し心配している
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という話もありました。資料の３ページ、交通事故多発ということで、こういったと

ころに気を付けて指導をお願いしますということがございました。合志市内では、特

に合志中学校は自転車の通学が多いので、来年は自転車の乗り方等について関係機関

から来ていただいて、各学校に２時間以内で交通安全についてお願いをしていきたい

と思うところでございます。 

８番、部活動指導における留意事項につきましては、体罰に対する日本中体連の対

応では、暴力、体罰、セクハラというものはあってはならない。体罰等の違反行為１

回目の職員につきましては、校長が確認した時点から２年間は登録を禁止。それから、

違反２回目につきましては、指導者の資格なし。これは異動しても同じということで

ございます。指導者としてのあり方が問われるということでございます。 

それから、事故防止につきましては、群馬の県内の高等学校でハンマー投げによる

死亡事故が発生いたしました。本県におきましても、平成７、８年ぐらいに県北の中

学校で弓道部員の放った矢が左眉の上あたりに当たりまして、その生徒が死亡したと

いうことがありましたので、顧問が必ず引率していくことと指導がございました。 

１０番、中学校等の進路指導に係る人権教育の推進についてということで、学校図

書館や進路指導室等にある進路指導に関する蔵書の中で不適切な面接例が記載してあ

ったことが発見されましたので、自分の学校にもないか、蔵書の点検をお願いしたい

ということでございます。 

１３番、不登校対策についてということでございます。そこに数を示しております

けれども、過去最高という数字が出ていますので、１日の欠席にこだわってほしいと

いうことです。 

それから、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの活用をぜひお願

いしますということでアドバイスを示してあります。不登校の原因として、家庭に起

因することが一番多いので、子育て支援課や福祉課との連携が重要で、スクールソー

シャルワーカーもその辺を十分配慮しながらやっていくことが大事と言われておりま

す。 

１４番、いじめ問題についてです。昨年１２月に心のアンケートを実施しておりま

すけれども、このアンケート結果を整理しながら、児童生徒がこのアンケートに記入

してよかったと思えるような事後の取り組みを各学校お願いしますということでござ

いました。 

１５番、進路指導につきましては、願書の提出ミス、どこの科を受験するのか。絶

対間違えがないように。それから、調査書の評定の５４３２１の転記ミスがないよう

にという指導がございました。 

１７番、中学校英語教育につきましては、英検の３級受験者の合格率が過去ワース

ト１から今年１年間で約１０％伸びたということで、各学校での取り組みの結果が着

実に表れてきていることに感謝しているという話がございました。 

１９番、就学前教育の充実につきましては、資料の４ページを御覧になっていただ

きたいと思います。子どもたちの基本的な生活習慣ということでグラフ化されており
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ます。就学前から基本的な生活習慣を確立させていくことの大切さ、基本的生活習慣

が確立している子は、学校や園でもしっかりとした生活ができる。幼保小中連携とい

う言葉がございますけれども、幼保小中一貫といった視点で、学校・園が連携をとり

ながら、この基本的な生活習慣につきましては、保護者の御協力を得ながらよい方向

に結び付けていけたらいいと思っているところでございます。 

以上でございます。 

 

○髙見博英教育長職務代理者 

今報告がありましたけれども、御質問ないでしょうか。 

先ほど教育長の話もありましたが、「あん」の上映会は非常に心を打つものがあっ

て、無理解がいかに差別をしているかということだったと思います。病気がよくなっ

ているのにまだ感染するのではないだろうかと、そういうことが元になって、結局主

人公の徳江さんが不況に陥ってしまっている、誰も買いに来なくなった。それが一番

にあるのではないかと思います。ですから、同和問題も一緒ですけれども、基本的認

識ということを小学校、あるいは中学校、学校の中で押さえていく必要もありますし、

また、特に大人がそういうことに対して無理解者が多いような気がしますので、社会

教育あたりでも徹底していく必要があるということを非常に感じたところでございま

す。 

もう一つ、来年度の児童生徒数について説明がありましたけれども、校舎の増築計

画も進めていくのか。また、しばらく増築はしなくてもいいのか、何か分かっていま

したら説明お願いしたいと思います。 

右田課長。 

 

○右田純司学校教育課長 

校舎等の増築については、学校と今相談をしておりまして、結果的には来年度は増

築が必要な学校は今のところ出てきておりません。ただ、３１年度からは何校かは教

室不足になる見込みがある学校は出てきています。 

 

○髙見博英教育長職務代理者 

来年度は間に合ってよかったという感じですか。ありがとうございました。 

皆さん方からほかに何かありませんか。 

なければ、日程２に移ります。 

第１号議案の合志市民センター条例施行規則の一部を改正する規則についての説明

をお願いいたします。 

北里課長。 

 

○北里利朗生涯学習課長 

資料は１０ページをお願いいたします。 
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第１号議案といたしまして、合志市民センター条例施行規則の一部を改正する規則

ということで御提案を申し上げております。 

１０ページに表が２つ、囲みがあると思いますが、上のほうが別表中ということで、

改正前です。その間に」を「ということで、下の表が改正後ということです。前回の

１２月の会議のときに議会の報告で、合志市民センター条例の改正がございました。

その関連の規則ということで改正をしております。左側のところに、合志市須屋市民

センター、黒石市民センターがあると思いますが、一番下に合志市野々島市民センタ

ーを加えております。 

それから、１１ページから１７ページまで、こちらにつきましては、申請書と許可

書、１１ページから１３ページまでが御代志市民センターの申請書、許可書、それか

ら黒石市民センターの申請書、許可書、それから須屋市民センター申請書、許可書、

この１３ページ、横になりますけれども、右下のほうに、こちらも」を「となってお

りまして、これまでが改正前です。それから、１４ページから１７ページまで、１７

ページには、新たに野々島市民センターの使用許可申請書、許可書ということで加え

ております。それ以外の申請書、許可書に関しましてもこの改正にあわせまして若干

改正をしているところでございます。１３ページまでと１７ページまでで改正前と改

正後になっております。 

あわせまして、１７ページ横になりまして、右下のほうになりますけれども、」に

改める。それから、附則といたしまして、施行期日、それから、２番といたしまして

公民館条例施行規則の一部改正ということで、公民館の規則のほうも改正になります

けれども、この附則に掲載することによりまして、併せて改正を行うものであります。

公民館条例施行規則に関しましては、別表中の「合志市野々島公民館」を削り、様式

も削るということで、併せて改正を行うものでございます。 

説明、以上でございます。 

 

○髙見博英教育長職務代理者 

新しく合志市野々島市民センターができましたので、それに伴う条例改正に伴って

の規則改正ということで提案があったところでございます。 

何か御質問ございませんか。 

それでは、今提案があったとおりで承認よろしくお願いしたいと思います。 

では、日程３に移ります。 

報告事項です。１番目、合志市立西合志中央小学校通学バス運行管理業務委託業者

選定委員会設置要綱についての説明をお願いいたします。 

右田課長。 

 

○右田純司学校教育課長 

資料の１８、１９ページになります。 

最初に、申し訳ございませんが、何カ所か訂正がございます。一番上のところの２
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行目です。中央小学校の通学バス運行管理業務受託業者選定委員会と委員会名が載っ

ておりますけれども、こちらは名前が候補者を選定する委員会ですので、受託業者で

はなくて受託候補者選定委員会になりますので訂正をお願いします。 

同じくその下の４行下です。同じように選定委員会名が書いてありますけれども、

こちらも同様に受託候補者選定委員会に訂正をお願いします。 

もう１カ所、１８ページの第３条の組織というところに委員会のメンバーが書いて

ありますけれども、その中の５番、６番です。指導主事は、実際２名ですけれども、

役職として一つになりますので、６番の指導主事を削除していただきまして、その次

の（７）の中央小学校校長を（６）に訂正をお願いします。 

こちらの説明といたしましては、現在、中央小学校は通学バスが運行しております

けれども、そちらの委託している業者のほうから今年度いっぱいということで話が年

度途中でありましたものですから、来年度１年間は民間委託で同じように通学バスを

運行するという形をとっております。その間に、どのように今後するかということを

検討する期間になります。今回のこの要綱につきましては、来年１年間の民間委託す

る分の選定委員会の要綱になります。 

まず１条目に書いてありますとおり、選定方法を指名型プロポーザル方式という形

でとります。通常は入札になるところですが、バスは安全管理など単純に価格だけが

安いというだけでは決められないところもありますので、近隣のバス事業者複数名を

指名しまして、そこから提案書のほうを提出していただきまして、それを選定委員会

で決めるという形にしております。それが第１条の設置というところに書いてありま

す。 

第２条のどのようにして選定するかということですけれども、書類の審査を行いま

して、候補者の選定をしますということを書いております。 

第３条が組織です。誰が選定委員会になるかということで、教育長、教育部長、学

校教育課長、教育審議員と指導主事２名と中央小学校の校長先生となっております。   

そのあとは会議についてということで書いてありますので省略します。 

スケジュールとしましては、審査と決定を２月２６日に予定しております。契約を

３月１２日に予定しております。運行につきましては、４月から学校が始まってから

の通常どおりの運行を予定しております。 

説明、以上でございます。 

 

○髙見博英教育長職務代理者 

今説明があったとおりですが、何か御質問ございませんか。 

これは指名型プロポーザル方式になるわけですけれども、今まで請け負っていた業

者がまた申し込んでくる可能性もあるわけですか。または、それは全くゼロですか。 

右田課長。 

 

○右田純司学校教育課長 
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そちらの事業所も入ってくるとは思います。ただそこに決まるかということはわか

りませんがそういった形になります。 

 

○髙見博英教育長職務代理者 

できるだけ今までやっていた業者がしてくれたほうがスムーズにいくかなという気

はします。 

それでは、今ありました選定委員会の設置要綱につきまして、よろしいでしょうか。 

選定要綱につきましては、以上で終わります。 

続きまして、小中学校の卒業式について説明をお願いいたします。 

田中審議員。 

 

○田中正浩教育審議員 

２０ページから２２ページを御覧ください。 

２０ページには、平成２９年度の小中学校卒業式への出席者の名簿（案）をここに

示しております。現在のところこのメンバーでということで示しておりますので、若

干変更がある可能性もあるというところで御了承をいただければと思います。小学校

の卒業式は３月２３日で、全て１０時開会ということになります。それから、中学校

の卒業式は３月１０日、全て９時半開式ということで、いずれも開式３０分前に御集

合いただきたいということで書いてありますので、御協力のほどよろしくお願いしま

す。また、委員様には小学校における告辞等を計画としてお願いしております。大変

お世話になりますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

２１ページ、２２ページには小学校における告辞の案、それから、中学校における

告辞の案を示しております。御覧になって協議が必要と思われる点がありましたらお

出しいただければと思います。 

よろしくお願いいたします。 

 

○髙見博英教育長職務代理者 

今説明があったとおりですが、卒業式の計画が載っておりますけれども、この割り

振りについて教育委員の皆さんよろしいでしょうか。 

教育委員につきましては、今の計画のとおりでお願いしたいと思います。 

それから、告辞（案）がありますけれども、御覧になって何かお気付き等があった

らお教えいただきたいと思いますが。よろしいでしょうか。告辞の文面につきまして、

あとでお気付きがありましたら直接担当のほうに連絡をしていただいて、対応をお願

いしたいと思います。特に告辞あたりで小学校の場合は、卒業式はいいですけど、入

学式のとき、あまりにも長くなったりとか、少し言葉使いとかも気になるところがあ

ったりしますので、そういうところでまたよろしくお願いしたいと思います。 

それでは、小中学校の卒業式につきましては、以上で終わります。 

続いて、２月の行事予定についてお願いいたします。 
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田中審議員。 

 

○田中正浩教育審議員 

２３ページをお開きください。２月の行事予定表を示しております。上から順番に

確認をお願いいたします。 

２月１日 庁議。 

５日 市議会定例会が開会。 

６日から８日 市議会定例会一般質問。 

７日 教育長・校長合同会議。 

９日 市校長会議。すずかけ台ふれあいミーティング。 

１０日 ことのは作品コンクールの表彰式。 

１３日 臨時庁議。 

１５日 教育論文審査会。 

１７日 「こうし」こども塾。 

１９日 校長先生方の教育長との面談。教育事務所ヒアリング。 

２０日 教育長と校長先生方の面談。 

２２日 初任者実践発表会。教育論文表彰式。 

教育委員会の会議はこの日の午前中１０時からという案をもっておりますが、後ほ

ど御検討をお願いいたします。 

以上でございます。 

 

○髙見博英教育長職務代理者 

２２日の午前中に教育委員会議ということですが予定を確認ください。よろしいで

しょうか。 

それでは、定例の教育委員会議につきましては、今提案ありましたように、２２日

の１０時から開会をしたいと思います。内容次第ですけれども、午後が、１時からい

ろいろな行事が入っておりますが、今のところ議題が長引きそうなところはございま

すか。教育目標についての提案はそこでないですか。 

 

○田中正浩教育審議員 

はい。３月にそれは行わせていただきます。 

 

○髙見博英教育長職務代理者 

ほかに行事関係で御質問ないですか。 

ことのは作品コンクールの表彰式がふれあい館ですので、御代志市民センターと間

違えないようにお願いします。 

嶋﨑指導主事。 
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○嶋﨑佳子指導主事 

本年度から「ことのは作品コンクール」と名称を変更しております。言葉に重きを

おいたコンクールということで提案をさせていただいているところです。場所は保健

福祉センターのふれあい館を使わせていただきたいと思っています。御案内は用意し

おりますので駐車券も含めてあとでお渡ししたいと思います。 

 

○髙見博英教育長職務代理者 

駐車券も必要なようでございますので、忘れないようにお願いしたいと思います。 

ほかに質問はないでしょうか。 

今度の議会の予定表をお配りしてあります。今回も一般質問で、教育委員会関係の

質問をされる方がおられますので、時間的に余裕がある方は傍聴についてよろしくお

願いしたいと思います。 

行事について何かありませんか。 

特にないようでございますので、２月の行事予定については以上で終わります。 

では、その他に移ります。 

生徒指導について説明をお願いいたします。 

嶋﨑指導主事。 

 

○嶋﨑佳子指導主事 

資料は２３ページから最後の２６ページになります。２６ページを御覧ください。 

不登校児童生徒数ということでこちらに載せさせていただいておりますけれども、

残念なことに１１月から１２月までの増加としましては９名ということになっており

ます。管内の増加の人数が２０名ぐらいになりますので、約半数が合志市の児童生徒

ということになります。 

不登校傾向につきましては、６名減少しております。この子どもたちにつきまして

は、不登校傾向から不登校になった子どもたちがいるということになります。 

これまで少し人数が増えていくことについての御報告ばかりだったのですけれど

も、１２月までを終えて、不登校傾向や不登校の子どもたちの中で解消されるまでは

ないですけれども、改善されている子どもたちが２４名おります。その中で３名が不

登校であった子どもたちの欠席が１日から２日、全く来れていなかった子どもが適応

指導教室を利用することによって学校とのつながりができたという子どもたちが、不

登校の子どもたちだけで３名おります。そして、不登校傾向の子どもたちは、一度報

告に１０日以上であがりますと、名簿としては外されることがありませんが、２４名

の子どもたちの欠席が１日または０日ということで、１２月につきましては、１６日、

１７日という登校、授業日がある中での欠席が０日、１日という状況になっています

ので、多くの子どもたちにおいては、改善の傾向がみられております。 

それから、不登校傾向ではない子どもたちにつきましても、医療とのつながりなど

も十分につなげているところですので、いろんな取り組みの成果が、この表では表れ
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ないところでは出てきているところです。 

適応指導教室につきましても、子どもたちについては改善がみられて、安心した学

校生活が送れている子どもたちもおりますし、これまでの取り組みの成果がでるよう

に３学期頑張っていきたいと思っているところです。 

それから、生徒指導連絡会の中で、次年度へ向けての準備ということで、児童生徒

理解教育支援シートを合志市でも作成いたしましたので、次年度に向けての引き継ぎ

を十分にしておくこと。小学校から中学校への引き継ぎをしっかりしていくこととい

うことについては、確認しているところです。 

また、小学校から中学校への気になる子どもたちの引き継ぎにつきましても、口頭

ではなく、データでの引き継ぎをお願いしているところです。確実な情報の共有によ

って、子どもたちの不登校の現状を解決していきたいと考えております。 

以上です。 

 

○髙見博英教育長職務代理者 

非常に多い状況ではある中で、改善をされている生徒も多数見られるということで、

そういう点ではうれしく思っているところです。 

何か御質問ないでしょうか。 

２８年度と２９年度を比較すれば１２名の増加ということで、そこだけを見ると、

非常に気になるところですけれども、今の説明があったように、各学校の指導努力の

結果がこれに表れてないが改善に向かっている生徒もたくさんいるということです。

不登校傾向と不登校、１１月と１２月を比べると、合計で９５名と９８名ですから、

そんなに急に増えているということではないようですので、この子どもたちを増やさ

ないということは各学校でできているようには思います。 

何か御質問ないでしょうか。 

ないようですので、生徒指導については以上で終わります。 

それでは、熊本地震復旧状況について、何かあればお願いします。 

北里課長。 

 

○北里利朗生涯学習課長 

毎回のように御報告申し上げておりますので、重なるかもしれませんけれども、総

合センターヴィーブルにつきましては、３月１６日までの工期で、予定どおり進んで

おります。竣工検査、消防検査を３月上旬に行いまして、４月８日、日曜日に簡単な

落成の式典を開催する予定で今準備を進めております。御案内のほうは改めましてお

送りいたしますので、よろしくお願いを申し上げます。 

それから、西合志体育館、これは西合志中学校の隣でございますけれども、こちら

につきましては、２月９日の工期でございましたが、進捗が早まりまして、１月１７

日に検査を行っております。竣工と消防をあわせまして行いまして、若干の手直しは

ございましたけれども、無事検査を終えまして、２月から使用を許可するという形で、
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学校のほうにも御連絡を申し上げております。 

それから、これは復旧とは関係はありませんけれども、野々島市民センター、先ほ

ど規則のほうを御提案申し上げましたが、こちらは２月いっぱい、２月２８日の工期

で、検査を２月下旬に考えております。落成の式典に関しまして、３月２５日、日曜

でございますけれども、簡単な落成式典を計画しております。こちらにつきましても、

改めまして御案内を申し上げたいと考えています。 

それから、合志義塾跡の周辺整備については、１月３１日までの工期で、来週には

検査を行いまして、整備を完了するようなところで考えております。 

それから、この場をお借りしましてですけれども、成人式につきましてはお世話に

なりました。該当者は６３９名おりまして、出席は４４３人の出席をいただいており

ます。特に大きな問題もなく無事終了できたことを、この場をお借りしてお礼を申し

上げます。ありがとうございました。 

それから、マラソン大会も今月行いまして、こちらにつきましては、延べ人数で４

７２名の申し込みがありましたけれども、当日の参加は４４３人ということで、ちょ

うど成人式と同じ人数になっておりますけれども、たまたまでございます。こちらも

大きな事故もなく晴天に恵まれまして終えております。 

それから、直接は関係ございませんけれども、１月２８日、今度の日曜日に熊日の

郡市対抗女子駅伝が行われます。これは熊日本社から第二空港線折り返しというコー

スです。 

それから、２月１１日、男子の駅伝で天草から熊日本社前のコースでレースが行わ

れます。先日の都道府県対抗でも西合志中学校の木實君が出ておりましたとおり、合

志市の選手として出場しておりますので、お時間がございましたら応援、声援をよろ

しくお願いしたいと思います。 

以上でございます。 

 

○髙見博英教育長職務代理者 

特に成人式については、いろいろ課題のあった時期もありましたけれども、最近は

非常に素晴らしい成人式で、成人された方も笑顔で式典を迎えていたように思いまし

た。そして、企画いろいろ考えられて、お互いで楽しめるような成人式にしてあるの

は非常によかったと思います。 

何か御質問ないですか。 

なければ、その他に移りますが、その他で追加がございましたらお願いいたします。 

特にないようでございますので、以上で私の仕事は終わりまして、進行を教育長に

お返しいたします。 

 

○惠濃裕司教育長 

髙見委員につきましては、大変お世話になりました。 

今日もたくさん議題がございましたけれど、一番頭を悩めているのは、この不登校
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児童生徒の問題です。学校の校長先生のお話を聞きますと、学校としてはめいっぱい

やっているということでございまして、私も学校の取り組みについて、本当に感謝し

ているところでございますけども、ＳＳＷ、それからスクールカウンセラー、それか

ら女性子ども支援室といったところの力を借りながら、少しでもこの数を減らしてい

きたい。そして、改善の状況も、先ほど嶋﨑指導主事から話がありましたけれども、

学校、関係機関と連携した取り組みによって改善できているということでございます

ので、子どもたちの学力保障に向けた取り組みを、さらに進めていきたいと思ってい

るところでございます。 

それでは、以上をもちまして、平成２９年度第１３回教育委員会会議を閉じます。

大変ありがとうございました。 

 

午前１１時０２分 閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


